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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアトラクションを備えた所定の施設において構築され、デジタルカメラで撮影し
た画像をプリントし、該プリントした写真を受け渡す写真サービスシステムであって、
　通信手段を備え、該通信手段により、撮影した画像を送信すると共に、該送信元を識別
するための識別情報を送信するデジタルカメラであって、１コマ分の画像を撮影した時点
で該撮影した画像を表示部に表示すると共に、該表示部に表示されている画像を前記通信
手段により送信するデジタルカメラと、
　前記施設内に設置され、前記デジタルカメラから送信された画像及び識別情報を受信す
る複数の基地局と、
　前記基地局で受信された画像に基づいて写真をプリントすると共に、該プリントする写
真の画像を受信した基地局の位置により該画像が前記施設内のいずれのアトラクションか
ら送信されたものかを判別し、該判別したアトラクションの名前を前記写真にプリントし
、該プリントした写真を、該写真の画像と共に受信した識別情報に基づいて該画像の送信
元別に仕分けする写真サービスセンタと、
　から成ることを特徴とする写真サービスシステム。
【請求項２】
　前記デジタルカメラは、無線により前記画像及び識別情報を前記基地局に送信すること
を特徴とする請求項１の写真サービスシステム。
【請求項３】
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　前記写真サービスセンタでプリントする写真のフレーム部分に撮影日、撮影場所、又は
、撮影した人の名前等の情報をプリントする請求項１の写真サービスシステム。
【請求項４】
　撮像指示を行う第１のボタンと、撮像した画像を表示する表示部と、撮像した画像を送
信指示する第２のボタンと、装置の電源をオン／オフする指示、又は、基地局への画像の
送信をキャンセルする指示を行う第３のボタンとを備えたデジタルカメラであって、
　装置の電源がオフの時に前記第３のボタンが操作されると電源をオンする起動手段と、
　電源がオンされている時に前記第１のボタンが半押しされると、前記表示部の表示をオ
ンすると共に前記表示部にスルー画を表示させる表示制御手段と、
　前記第１のボタンが全押しされると、１コマ分の画像の取り込みを実行すると共に、該
取り込んだ画像を前記表示部に表示させる画像取込手段と、
　前記画像取込手段により取り込まれて前記表示部に表示されている画像の送信を、前記
第２ボタンが操作されると実行し、前記第３のボタンが操作されると実行しない画像送信
手段と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の写真サービスシステムに使用されるデジタル
カメラ。
【請求項５】
　識別情報が記録されたメモリを備え、前記画像の送信時に該メモリに記録された識別情
報を画像と共に送信することを特徴とする請求項４のデジタルカメラ。
【請求項６】
　前記画像取込手段により取り込まれた画像を揮発性メモリに記録し、前記識別情報を不
揮発性メモリに記録したことを特徴とする請求項４のデジタルカメラ。
【請求項７】
　前記第１のボタンが半押しされた後、該半押しが解除されると、前記表示部の表示をオ
フにすることを特徴とする請求項４のデジタルカメラ。
【請求項８】
　請求項１に記載の写真サービスシステムに使用可能なデジタルカメラであって、前記送
信元を識別するための識別情報を設定する設定手段を備えたことを特徴とするデジタルカ
メラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は写真サービスシステム及びデジタルカメラに係り、特に所定の施設内においてデ
ジタルカメラで撮影した画像を無線で写真サービスセンタに送信して写真プリントを注文
することができる写真サービスシステム及びデジタルカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタルカメラは、撮影した画像を記録メディア（スマートメディア等）に記録し
、その画像を写真プリントする場合には、記録メディアごと写真店（ＦＤＩサービス）な
どに持っていきプリント注文する必要があった。また、特開平１０－６５８８９号公報に
は、記録メディアを介さずに電話器を使用して外部に画像データを転送できるようにした
ものが記載されており、送信先を選択又は設定して画像データを送信する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このようにデジタルカメラで撮影した画像を写真プリントする場合、写真店に記録メディ
アをもっていって注文したり、パソコンから電子メールで画像データを写真店に送信して
注文したりする必要があるため、撮影してから写真が出来上がるまで時間がかかり、また
、煩雑な手間を要するという欠点があった。
【０００４】
また、従来のデジタルカメラは、記録メディアを装着するスロット、撮影した画像を記録
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メディアに書込みする回路、様々な撮影モードを設定するための回路及び操作スイッチ等
により複雑な構成となっており、小型／軽量化、低コスト化、操作性（使いやすさ）の点
で問題があった。
【０００５】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、テーマパーク等の施設内において、デ
ジタルカメラで撮影した画像の写真プリントを簡便な操作により注文でき、撮影後の短時
間でプリント注文した写真を受け取ることができる写真サービスシステムを提供すると共
に、このような写真サービスシステムにおいて小型／軽量化、低コスト化、操作性の向上
を図ることができるデジタルカメラを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は前記目的を達成するために、複数のアトラクションを備えた所定の施設におい
て構築され、デジタルカメラで撮影した画像をプリントし、該プリントした写真を受け渡
す写真サービスシステムであって、通信手段を備え、該通信手段により、撮影した画像を
送信すると共に、該送信元を識別するための識別情報を送信するデジタルカメラであって
、１コマ分の画像を撮影した時点で該撮影した画像を表示部に表示すると共に、該表示部
に表示されている画像を前記通信手段により送信するデジタルカメラと、前記施設内に設
置され、前記デジタルカメラから送信された画像及び識別情報を受信する複数の基地局と
、前記基地局で受信された画像に基づいて写真をプリントすると共に、該プリントする写
真の画像を受信した基地局の位置により該画像が前記施設内のいずれのアトラクションか
ら送信されたものかを判別し、該判別したアトラクションの名前を前記写真にプリントし
、該プリントした写真を、該写真の画像と共に受信した識別情報に基づいて該画像の送信
元別に仕分けする写真サービスセンタと、から成ることを特徴としている。
【０００７】
本発明に係る写真サービスシステムによれば、本発明が構築される施設内において、デジ
タルカメラで撮影した画像及び識別情報を基地局に送信すると、写真サービスセンタでそ
の画像が写真にプリントされると共に、その写真がユーザー別に仕分けられるため、ユー
ザは撮影した画像の写真プリントを簡便な操作で注文することができ、撮影後の短時間で
その写真を受け取ることができるようになる。また、各施設でオリジナルの写真プリント
を用意することにより差別化を図ることもできる。
【０００８】
　また、請求項４に記載のように撮像指示を行う第１のボタンと、撮像した画像を表示す
る表示部と、撮像した画像を送信指示する第２のボタンと、装置の電源をオン／オフする
指示、又は、基地局への画像の送信をキャンセルする指示を行う第３のボタンとを備えた
デジタルカメラであって、装置の電源がオフの時に前記第３のボタンが操作されると電源
をオンする起動手段と、電源がオンされている時に前記第１のボタンが半押しされると、
前記表示部の表示をオンすると共に前記表示部にスルー画を表示させる表示制御手段と、
前記第１のボタンが全押しされると、１コマ分の画像の取り込みを実行すると共に、該取
り込んだ画像を前記表示部に表示させる画像取込手段と、前記画像取込手段により取り込
まれて前記表示部に表示されている画像の送信を、前記第２ボタンが操作されると実行し
、前記第３のボタンが操作されると実行しない画像送信手段と、を備えたデジタルカメラ
を写真サービスシステムを提供するシステムで貸し出しするようにすれば、各自がデジタ
ルカメラを用意する必要がなくなるので持ち運び中に壊したり、カメラを忘れて写真をと
ることができないといった不測の事態が解消される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係る写真サービスシステム及びデジタルカメラの好ましい
実施の形態について詳説する。
【００１０】
図１は、本発明に係る写真サービスシステムの構成を示したブロック図である。本システ
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ムは、例えばディズニーランドのようなテーマパーク、結婚式場等の限られた領域（施設
）内で使用するシステムであり、以下、テーマパークで本システムを使用する場合を例に
説明すると、同図に示すシステムは、テーマパークの入場者に有料又は無料で貸し出され
るデジタルカメラ１と、テーマパークの敷地内の各所に配置される基地局２、２、…と、
テーマパーク内の所定の場所に設置される写真サービスセンタ７とから構成される。
【００１１】
上記デジタルカメラ１は、同種のものを複数のユーザに貸し出しできるように複数用意さ
れており、各デジタルカメラ１には、撮影した画像を無線により上記基地局２に送信する
ための通信機能が搭載されている。また、各デジタルカメラ１には、カメラ又はユーザを
識別するための識別コード（ＩＤ）が割り当てられ、デジタルカメラ１に内蔵のメモリに
その識別コードが記憶されている。尚、本実施の形態において識別コードは、貸し出す各
デジタルカメラ１のそれぞれに予め異なる番号が書き換え不能な状態でメモリ（ＲＯＭ）
に記憶されているものとする。ただし、デジタルカメラ１をユーザに貸し出す際に任意の
番号を登録できるようにしてもよい。
【００１２】
テーマパークの入場者（以下、ユーザ）は、所定の場所（写真サービスセンタ７等）で上
記デジタルカメラ１を借り、そのデジタルカメラ１で撮影を行うと、後述のように撮影し
た画像を送信するか否かの選択を行うことができ、もし、撮影した画像の写真をプリント
したい場合には、画像の送信を選択する。これにより、デジタルカメラ１から送信した画
像データが、無線により近くの基地局２で受信され、基地局２から写真サービスセンタ７
に転送される。そして、後述のように写真サービスセンタ７で送信した画像が写真プリン
トされる。即ち、ユーザは、撮影した画像を送信するといった簡便な操作を行うだけで写
真プリントを注文することができる。
【００１３】
上記画像の送信の選択は、１コマの画像を撮影する毎に行うようになっており、デジタル
カメラ１は、画像の送信が選択された場合には、その直前に撮影された１コマ分の画像デ
ータにデジタルカメラ１に登録されている識別コード等の所要のデータを添付して１つの
画像ファイルを生成し、その画像ファイルを送信する。画像ファイルは図２に示すように
、スタートコード、識別コード（ＩＤ）、所有者コード、撮影日時、画像データ、エンド
コードから構成される。
【００１４】
ところで、従来のデジタルカメラは、撮影した画像を着脱自在の記録メディアに保存する
ようにしているが、この記録メディアの装着スロットに大きなスペースをとり、しかも記
録メディアは高価であった。しかし、本システムで使用されるデジタルカメラ１は、通信
機能により、撮影した画像をすぐに写真サービスセンタ７に転送することができるため、
記録メディアを不要にすることができ、小型／軽量化、低コスト化を図ることができる。
また、残りの撮影枚数などを気にする必要がなく、しかも撮影画素数を常に最大にしてお
くことができる。
【００１５】
上記基地局２、２、…は、上記デジタルカメラ１と無線により通信を行い、デジタルカメ
ラ１から送信された画像ファイルを受信するもので、テーマパークの敷地内であれば任意
の場所においてデジタルカメラ１から送信されたデータをいずれかの基地局２で受信可能
なように配置される。尚、予め決められた場所でデジタルカメラ１から送信されたデータ
を受信可能なように各基地局２、２、…を配置し、デジタルカメラ１で撮影した画像の送
信はその予め決められた場所で行ってもらうようにしてもよい。
【００１６】
また、デジタルカメラ１と各基地局２との間での無線通信は、近距離無線通信の規格とし
て知られているBluetooth により行うのが好適と考えられるが、これに限らずIrDA等他の
規格でも当然可能である。更に、デジタルカメラ１と各基地局２との間は無線通信に限ら
ず、有線であってもよく、所定の場所にデジタルカメラ１とケーブルにより接続可能な通
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信端末を配置し、デジタルカメラ１から送信されたデータをその通信端末で受信するよう
にしてもよい。
【００１７】
上記写真サービスセンタ７は、デジタルカメラ１から基地局２を介して送信された画像デ
ータ（画像ファイル）に基づき写真をプリントしユーザに受け渡す施設であり、テーマパ
ーク内の所定の場所に設置される。また、この写真サービスセンタ７ではデジタルカメラ
１の貸し出しや返却も併せて行われる。尚、デジタルカメラ１の貸し出しや返却は他の施
設で行うようにしてもよい。
【００１８】
写真サービスセンタ７には図１に示すように画像処理部３が配置され、画像処理部３は、
各基地局２におけるデジタルカメラ１との通信を制御すると共に、各基地局２で受信され
た画像ファイルを収集する。そして、収集した画像ファイルの画像データに基づき写真を
プリントし（ブロック４）、その写真を画像データと共に受信した識別コードに基づきユ
ーザ毎に仕分けする（ブロック５）。従って、同一のユーザが異なる時間、異なる場所で
デジタルカメラ１から送信した画像の写真は、ユーザが写真を受け取りに来るまで１箇所
に纏めて保管される。尚、写真の仕分けは、識別コードに基づき自動的に行うようにして
もよいし、各写真の裏面等に識別コードをプリントするようにして、そのプリントされた
識別コードを基に人が仕分けするようにしてもよい。
【００１９】
そして、ユーザがテーマパークを退場する際等に写真サービスセンタ７にデジタルカメラ
１を返却しにきたときには、そのユーザが使用していたデジタルカメラ１の識別コードを
確認し、その識別コードにより仕分けされた写真をユーザに渡す（ブロック６）。
【００２０】
上記写真サービスセンタ７でプリントされる写真例を図３に示すと、同図に示すように写
真には撮影された画像がプリントされる他、写真のフレーム部分に、例えば撮影日、テー
マパークの名前、ユーザの名前（イニシャル）等の写真情報がプリントされる。これらの
写真のフレーム部分にプリントされる写真情報は、図２に示した画像ファイルの所有者コ
ードとしてデジタルカメラ１から送信される。尚、画像ファイルを受信した基地局２の位
置からテーマパーク内のどのアトラクションから送信されたものかを自動で判別し、その
アトラクション名も写真のフレームにプリントするようにしてもよい。
【００２１】
以上の写真サービスシステムによれば、ユーザは、カメラを持たずにテーマパーク等の施
設に出掛け、その施設内でデジタルカメラ１を借りて写真撮影を行うことができる。そし
て、撮影した画像を写真にプリントしたい場合には撮影したその場で又は基地局２の近く
に行って画像送信の操作を行うだけで、写真プリントの注文を行うことができる。更に、
デジタルカメラ１を返却する際等に所定の場所に行けば、プリントされた写真を即座に受
け取ることができる。
【００２２】
尚、デジタルカメラ１のレンタル料金や写真プリントの料金等の徴収には様々な方法が考
えられるが、例えば、デジタルカメラ１のレンタル料金はデジタルカメラ１を貸し出す際
に徴収し、写真プリントの料金は写真をユーザに渡す際にそのプリント枚数に応じた分だ
け受け取るようにすることは通常の方法として考えられる。しかしながら、デジタルカメ
ラ１を借りたまま返却しない場合やプリントした写真を受け取りにこない場合の損失を考
慮して、デジタルカメラ１を貸し出す際に、予め補償金としてデジタルカメラ１のレンタ
ル料金を多めに徴収し、デジタルカメラ１が返却されたときに実際のレンタル料金との差
額分を返却するようにしてもよいし、デジタルカメラ１を貸し出す際に、写真プリントの
料金として予めいくらか徴収し、写真を受け取りにきた際に、実際に要した写真プリント
の料金と予め徴収している料金との差額分を返却又は徴収するようにしてもよい。
【００２３】
次に、上記写真サービスシステムにおいて使用可能なデジタルカメラ１の構成の一実施の
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形態を図４のブロック図を用いて説明する。同図に示すようにデジタルカメラ１は、制御
部１０、操作部１２、撮像部１４、表示部１６、ＲＡＭ１８、画像転送部２０、ＲＯＭ２
２等から構成される。尚、デジタルカメラ１の小型／軽量化、低コスト化等のため、一般
のデジタルカメラで使用される記録メディアや大容量の記録手段等は設けられていない。
【００２４】
制御部１０は、操作部１２の後述する各種キーの操作を検出してその操作に基づいて各部
の指令を送り各部の処理動作を統括制御する。尚、操作部１２のキー構成及び操作部１２
のキー操作に基づく各部処理動作については後述する。
【００２５】
撮像部１４は、ＣＣＤ及び所要の信号処理回路等を含み、撮影レンズ２４によってＣＣＤ
受光面に結像された画像を撮像して電気信号に変換し、信号処理回路で所要の処理を施し
てデジタルの画像データを生成する。撮像部１４は後述のように操作部１２のシャッター
キーが半押しされているときには連続的に画像を撮像して表示部１６に転送し、表示部１
６のＬＣＤ（後述）にスルー動画を表示させる。一方、シャッターキーが全押しされたと
きには１フレーム分の画像を撮像し、その画像データをＲＡＭ１８に一時的に記憶させる
。尚、本実施の形態ではシャッターキーを全押して撮影した画像を写真プリントしたい場
合には次の撮影を行う前にその画像データを基地局２に送信することとし、撮影を行う毎
にＲＡＭ１８に記憶した前回撮影分の画像データを消去するようにしているため、ＲＡＭ
１８は、１コマ分の画像データを記録するメモリ容量があればよい。
【００２６】
表示部１６は、デジタルカメラ１の背面に配設されたＬＣＤを制御し、そのＬＣＤに撮像
部１４で撮像された画像等を表示する。
【００２７】
画像転送部２０は、操作部１２の画像送信キー（後述）がオンされた場合に、撮像部１４
で撮像されてＲＡＭ１８に一時的に記憶されている画像データ及び識別コード等の所要の
データからなる画像ファイルを無線により上記基地局２に送信する。
【００２８】
画像ファイルの内容は図２で説明したとおりであり、識別コード（ＩＤ）はＲＯＭ２２に
予め記憶されている。画像ファイルの所有者コードとして送信される写真情報（写真のフ
レーム部分にプリントされるテーマパークの名前、ユーザの名前等）については、上記写
真サービスシステムにおいて提供するプリントサービスの内容に応じて幾つかの態様があ
る。まず、デジタルカメラ１を使用するユーザにかかわらず予め決められた写真情報（テ
ーマパークの名前等）のみを写真のフレーム部分にプリントするサービスを提供する場合
には、写真情報は予めＲＯＭ２２に記憶され、所有者コードとしてその写真情報が送信さ
れる。但し、写真情報を所有者コードとしてデジタルカメラ１から送信するのではなく、
写真情報が送信されなくても上記写真サービスセンタ７で写真情報を自動的にプリントす
ることも可能である。
【００２９】
次に、上記予め決められた写真情報と共に、ユーザの名前等のユーザに固有の写真情報を
写真のフレーム部分にプリントするサービスを提供する場合には、デジタルカメラ１の所
定の内部メモリにその固有情報を設定する設定手段を設ける。例えば、パソコン等の外部
機器とデジタルカメラ１とをＵＳＢケーブル等の通信ケーブルにより接続可能にし、デジ
タルカメラ１のユーザへの貸し出しの際等に外部機器からそのユーザに固有の写真情報を
デジタルカメラ１の内部メモリに設定できるようにする。或いは、デジタルカメラ１に文
字を設定するキーを設け、これによってユーザに固有の写真情報を設定できるようにして
もよい。予め決められた写真情報については上述と同様にＲＯＭ２２に記憶しておくか、
写真サービスセンタ７で自動的にプリントするようにしておく。又は、ユーザに固有の写
真情報と同様に上記設定手段により外部機器から設定する。そして、所有者コードとして
これらの写真情報を送信する。但し、ユーザに固有の写真情報についても所有者コードと
して送信するのではなく、プリントする写真情報の内容を識別コードに対応させて写真サ
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ービスセンタ７に指定しておけば、その識別コードの画像ファイルが写真サービスセンタ
７に送信されてきたときに、写真サービスセンタ７が画像ファイルの画像と共にその指定
された写真情報を自動で写真にプリントするようにしてもよい。尚、写真情報の内容は、
全てユーザが自由に設定できるようにしてもよい。
【００３０】
次に、上記操作部１２のキー構成及び操作部１２のキー操作に基づく各部処理動作につい
て説明する。図５のデジタルカメラ１の背面図に示すようにデジタルカメラ１の上面には
シャッターキー３０が配設され、背面には画像送信キー３２、キャンセル／電源スイッチ
キー３４、ストロボ設定キー３６が配設され、これらのキー３０～３６によって上記操作
部１２が構成されている。また、デジタルカメラ１の背面には上記表示部１６によって制
御されるＬＣＤ３８が配設される。このように本デジタルカメラ１は、操作キーが４個と
少ないため、操作が簡単であると共に、小型／軽量化、低コスト化が図られている。
【００３１】
電源がオフのときにキャンセル／電源スイッチキー３４を押すと、電源がオンされる。電
源がオンした後、シャッターキー３０を半押しすると、上記制御部１０はこの半押し操作
を検出することにより、撮像部１４に対して画像の取り込みを開始させると共に、表示部
１６に対してその画像のＬＣＤ３８への表示を開始させる。これにより、シャッターキー
３０の半押しによって自動的にＬＣＤ３８の表示が開始され、ＬＣＤ３８にスルー動画が
表示される。ユーザは、このスルー動画の表示により撮影画角を決定することができる。
【００３２】
続いて、シャッターキー３０を全押しすると、制御部１０は、撮像部１４に対して１コマ
分の画像の取り込みを実行させ、その画像データをＲＡＭ１８に格納させる。また、表示
部１６に対してＲＡＭ１８に取り込まれた画像データをＬＣＤ３８に表示させる。これに
より、ユーザは撮影した画像をＬＣＤ３８で確認することができる。
【００３３】
一方、シャッターキー３０を半押しした後、全押しせずにシャッターキー３０を離すと、
制御部１０は、３秒後に表示部１６のＬＣＤ３８の画像表示を停止させ、省電力制御する
。
【００３４】
ユーザは、上述のようにシャッタキー３０を全押ししてＬＣＤ３８に表示された撮影画像
を見て、その画像を写真プリントしたいと思った場合には、その撮影画像がＬＣＤ３８に
表示されている際に、画像送信キー３２を押す。制御部１０は、画像送信キー３２がオン
されたことを検出すると、ＲＡＭ１８に格納されている画像データと、ＲＯＭ２２に記録
されている識別コード等により、上記図２に示したような送信用の画像ファイルを作成し
、その画像ファイルを画像転送部２０から無線により基地局２に送信する。
【００３５】
一方、写真プリントしない場合には、ユーザはキャンセル／電源スイッチキー３４を押す
。これにより、制御部１０は自動的に画像データの送信をキャンセルし、電源をオフにす
る。尚、シャッターキー３０の全押し後に画像送信キー３２とキャンセル／電源スイッチ
キー３４のいずれのキーも押されない状態が１分間以上継続した場合には制御部１０は省
電力のために自動的に画像データの送信をキャンセルし、電源をオフにする。
【００３６】
ストロボ設定キー３６は、ストロボを強制的に発光させるか、発光させないか、又は自動
検出によるかを切り換えるキーであり、制御部１０は、ストロボ設定キー３６が押された
回数に基づき、図４では図示しなかったストロボ回路の発光のオン・オフを制御する。
【００３７】
次に上記デジタルカメラ１を用いた写真サービスシステムにおけるユーザの一連の操作を
図６のフローチャートを用いて説明する。先ずユーザはテーマパークに入場した際に上記
写真サービスセンタ７等において上記デジタルカメラ１を借用する（ステップＳ１）。そ
して、そのデジタルカメラ１を使用して所望の場所で撮影を行う（ステップＳ２）。撮影
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は上述のようにシャッターキー３０を全押しすることにより行う。撮影を行うとＬＣＤ３
８にその撮影画像が表示されるため、そのＬＣＤ３８の表示により撮影画像を確認し（ス
テップＳ３）、写真プリントするか否かを決定する（ステップＳ４）。ＹＥＳであれば、
デジタルカメラ１の画像送信キー３２を押し、その画像データを、基地局２を介して写真
サービスセンタ７の画像処理部３に転送する（ステップＳ５）。一方、ＮＯであればキャ
ンセル／電源スイッチキー３４を押すか、又は、そのまま１分間以上放置して画像データ
の転送をキャンセルする。
【００３８】
続いて、撮影を継続するか否かを判断し（ステップＳ６）、継続する場合には上記ステッ
プＳ２からの操作を繰り返し実行して撮影を行い、一方、撮影を終了する場合には、デジ
タルカメラ１を写真サービスセンタ７等の所定の返却所に返却する（ステップＳ７）。そ
して、ユーザは写真サービスセンタ７でプリントされた写真を受け取り（ステップＳ８）
、プリントの枚数に応じた料金を支払う（ステップＳ９）。
【００３９】
次に、写真プリントのサービスを提供する側における処理の流れを図７のフローチャート
を用いて説明する。まず、デジタルカメラ１の貸し出しの手続きを行う（ステップＳ１１
）。そして、写真サービスセンタ７の画像処理部３は、デジタルカメラ１から基地局２を
介して画像ファイルを受信したか否かを判断する（ステップＳ１２）。画像ファイルを受
信した場合にはその画像ファイル内の画像データに基づいて写真をプリントし（ステップ
Ｓ１３）、画像ファイル内の識別コード（ＩＤ）で写真プリントを振り分ける（ステップ
Ｓ１４）。例えば、ＩＤ＝００００００からＩＤ＝９９９９９９まで識別コードがあると
すると、そのＩＤを目安にして（ステップＳ１５乃至ステップＳ１７）、写真プリントを
振り分ける（ステップＳ１８乃至ステップＳ２０）。そして各ＩＤのデジタルカメラ１が
返却された場合には（ステップＳ２１乃至ステップＳ２３）、そのＩＤの写真プリントの
枚数に応じた料金をユーザから受け取る（ステップＳ２４乃至ステップＳ２６）。
【００４０】
以上、上記実施の形態ではテーマパーク等の施設に入場したユーザにデジタルカメラ１を
貸し出すようにした場合について説明したが、ユーザが自ら所有しているデジタルカメラ
が基地局２と通信する機能を備えている場合には、そのデジタルカメラを使用できるよう
にしてもよい。この場合には、デジタルカメラにサービス提供側が指定した識別コードを
登録して、又は、デジタルカメラに登録されている識別コードをサービス提供側に登録し
て、その識別コードを画像データと共にデジタルカメラから送信させるようにする。例え
ば、ユーザが所有しているデジタルカメラに識別コードを設定する方法として、図８に示
すようにデジタルカメラ５０とパソコン５２とをＵＳＢケーブル等の通信ケーブル５４で
接続し、パソコン５２からデジタルカメラ５０に識別コードを設定する方法が容易に可能
である。上記所有者コード（写真情報）についても同様にパソコン５２から設定すること
が可能である。
【００４１】
また、上記実施の形態では、デジタルカメラ１で１コマの画像を撮影する毎に画像を写真
サービスセンタ７に送信して写真プリントを注文するようにしていたが、デジタルカメラ
１に複数コマの画像を記録する記録手段を持たせ、所望のときに複数コマ分の画像を纏め
て写真サービスセンタ７に送信できるようにして、一括して写真プリントを注文できるよ
うにしてもよい。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明した本発明に係る写真サービスシステムによれば、本発明が構築される施設内に
おいて、デジタルカメラで撮影した画像及び識別情報を基地局に送信すると、写真サービ
スセンタでその画像が写真にプリントされると共に、その写真がユーザ別に仕分けられる
ため、ユーザは撮影した画像の写真プリントを簡便な操作で注文することができ、撮影後
の短時間でその写真を受け取ることができるようになる。また、各施設でオリジナルの写
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【００４３】
また、デジタルカメラを上記写真サービスシステムに専用するようにした場合には、デジ
タルカメラに画像を撮影する機能と、撮影した画像を確認する機能と、写真プリントした
い画像を基地局に送信する機能を搭載すればよく、現在市販されているデジタルカメラの
ように記録メディア、多種の撮影モード、多種の操作スイッチ等を備える必要がないため
、デジタルカメラの小型／軽量化、低コスト化、操作性の向上を図ることができる。また
、このようなデジタルカメラを写真サービスシステムを提供する施設で貸し出すようにす
れば、各自がデジタルカメラを用意する必要がなくなるので持ち運び中に壊したり、カメ
ラを忘れて写真をとることができないといった不測の事態が解消される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に係る写真サービスシステムの構成を示したブロック図である。
【図２】図２は、画像ファイルの構成の一実施の形態を示した図である。
【図３】図３は、本写真サービスシステムで提供する写真のプリント例を示した図である
。
【図４】図４は、デジタルカメラの内部構成を示したブロック図である。
【図５】図５は、デジタルカメラの背面図である。
【図６】図６は、写真サービスシステムにおけるユーザの一連の操作を示したフローチャ
ートである。
【図７】図７は、写真プリントのサービスを提供する側における処理の流れを示したフロ
ーチャートである。
【図８】図８は、デジタルカメラに識別コードを設定する設定方法の一例を示した説明図
である。
【符号の説明】
１…デジタルカメラ、２…基地局、３…画像処理部、７…写真サービスセンタ、１０…制
御部、１２…操作部、１４…撮像部、１６…表示部、１８…ＲＡＭ、２０…画像転送部、
２２…ＲＯＭ、３０…シャッターキー、３２…画像送信キー、３４…キャンセル／電源ス
イッチキー、３６…ストロボ設定キー、３８…ＬＣＤ



(10) JP 4343373 B2 2009.10.14

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(11) JP 4343373 B2 2009.10.14

【図７】 【図８】



(12) JP 4343373 B2 2009.10.14

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平９－３２２１１４（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－９１２５（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－３７２０３（ＪＰ，Ａ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

